
１．経営理念

「ＪＡ赤城たちばなは、人と農を愛し地域の発展に貢献します。」

●ＪＡ赤城たちばなは人を大切にします。

　人とは、組合員、利用者、地域の人々、役職員のことであり、お互いに人を思いやる

やさしい心・助け合う心・協同の心を育み、人と人の絆を大切にします。

●ＪＡ赤城たちばなは自然を大切にします。

農業を通じて水・緑を守り、美しい環境を残していくために自然を大切にします。

●ＪＡ赤城たちばなは地域の発展と豊かな暮らしの実現に貢献します。

　ＪＡは地域の人々と共生・共存します。ＪＡの持つ機能を最大限に発揮し、ニーズに

合った事業・サービスを提供し、豊かな暮らしの実現と安心して暮らせる明るい社会づ

くり、地域の発展に貢献します。

２．経営方針

　社会情勢や経済基盤の変化によって組合員・地域住民の価値観が多様化している中で、協同組合活

動が担っている社会的責任の原点である「営農とくらしを守る」ことを基本に各事業を通じ地域農業

振興と、地域社会の活性化に貢献します。

　ＪＡの経営資源の確保、財務の健全性、経営の透明性を一層高め、いかなる環境変化にも対応でき

る経営基盤の強化を図るとともに、組合員・利用者の期待に応えられるきめ細かいサービスの提供に

努めてまいります。

　県下ＪＡの基本方針を設定する第３８回ＪＡ群馬県大会で決議された農業の復権、地域の再生、Ｊ

Ａ経営の変革の３つの重点事項を実践し信頼され必要とされるＪＡを目指します。

Ⅰ　消費者との連携による農業の復権 

（１）生産・販売戦略による農業所得の増大

（２）農地活用と担い手支援による農業振興強化

（３）安全・安心な農畜産物の提供

Ⅱ　総合性発揮による地域の再生

（１）組合員・地域住民の生活の総合支援

（２）「食と農」を軸とした地域活性化

Ⅲ　協同を支えるJA経営の変革　 

（１）総合事業を発揮するための健全経営の確立

（２）組合員・地域住民満足度の向上

（３）専門性の発揮のための人材育成の実践

（４）地域特性を踏まえた経営戦略

（５）JA合併の研究への取り組み



３．経営管理体制

当ＪＡは、農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代

会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」が業務執

行を行なっています。

また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行なっていま

す。

ＪＡの業務執行を行なう理事には、組合員の各層の意思反映を行なうため、青年部や女性部

などからも理事の登用を行なっています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとと

もに、農業協同組合法第30条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、内部統制の強化をはか

っています。

４．業　績

　農業・農村・ＪＡを取り巻く環境は、ＴＰＰ交渉をはじめ、米政策の見直し、規制改革会議内

の農業ワーキング・グループでのＪＡのあり方が議論され、大きな転換期を迎えました。また、

管内に目を向けると春先の低温乾燥や夏の猛暑、台風等による被害のほか、観測史上最大規模と

なる２月の豪雪の影響により、農産物の出荷量が減少し農家経営にも影響がでました。

　このような中、当ＪＡでは第６次中期計画の初年度にあたり、目標達成に向け役職員一体とな

り事業推進に取り組んできました。

　事業収益をみますと、信用事業については、信連（群馬県信用農業協同組合連合会）と農林中

央金庫の統合によるメリットや信連からの特別奨励金のほか、住宅ローンなどの実績が増加した

ため、前年対比は下回ったものの計画対比では上回ることができました。共済事業については、

保有高の減少が続き厳しい状況下でありましたが、長期共済の早期契約の増加により、前年対比

・計画対比ともに達成することができました。また、購買事業については飼料などの生産資材供

給高の増加と、購買未収金（固定化債権）の回収が進んだ結果、貸倒引当金の戻し入れが増加。

費用の圧縮が図られ前年対比・計画対比とともに達成することができました。販売事業について

は青果物と林産物が異常気象などにより出荷量が減少しましたが、販売事業全体としては前年対

比・計画対比ともに達成することができました。また、事業管理費については人件費や施設費等

の削減により、前年対比９４％・計画対比９８％と圧縮することができました。

　その結果、事業総利益では、前年対比１０２％・計画対比１０６％、事業利益では前年対比２

０８％・計画対比１９９％となりました。これにより当期剰余金においても前年度実績・計画と

もに大きく上回ることができました。

５．農業振興活動

　生産者があらかじめ決められた適切な生産・栽培基準に基づいて生産を行い、その内容を記帳

する取り組み（生産履歴記帳運動）を行っています。

　消費者の皆さまに信頼される安心・安全な農畜産物を提供するよう努力しています。

　また、地産地消への取り組みとしては、学校給食に地元のお米を提供し、安全で安心なお米を

子供たちに食べてもらっています。　


